
 

 

 

大洲市地域自治組織再編検討会議 
 

具体的な検討の経過とりまとめ 
 

 

 

 
【検討項目】 

１－１ 新たな地域自治組織の名称 ----------------------------------  １ 

１－２ 協働による取組及び組織・職員体制 --------------------------  ３ 

２－１ コミュニティ施設への移行時期及び設置主体 ------------------ １６ 

２－２ コミュニティ施設の名称 ------------------------------------ １６ 

２－３ コミュニティ施設の事業・業務及び連絡所業務 ---------------- １６ 

２－４ コミュニティ施設の利用内容 -------------------------------- １９ 

３－１ 社会体育施設等の管理運営体制 ------------------------------ ２１ 

４－１ 地域自治組織活動保険の見直し ------------------------------ ２３ 

４－２ 地域振興一括交付金算定基礎の見直し ------------------------ ２５ 

４－３ 地域自治組織と各種地区組織(社会福祉協議会等)との一元化 ---- ２８ 

４－４ 自治会連絡会議等の在り方 ---------------------------------- ３０ 

   検討会議の各回まとめ ---------------------------------------------- ３２ 

 

 

 

  ≪第６回≫ 令和４年６月２８日（火）開催 

 

  ≪第７回≫ 令和４年８月２５日（木）開催 
 

  ≪第８回≫ 令和４年１０月２４日（月）開催 
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項目 １-１ 新たな地域自治組織の名称 

 

【検討内容】                            

平成１９年度に自治会を市内全域３３の地区に設置したが、過疎化の進展や自治会が
機能しないなどの課題、さらに地域が自主的・自発的な活動を行うことができる仕組み
づくりの必要性などから見直しを行い、平成２７年度に自治会と区長会を統合する地域
自治組織の再編している。 
今回の再編を機に、新たな地域自治組織として生まれ変わるが、自治会の設置から  

１５年が経過し、名称も地域で定着していることから、名称は下表のとおり現行のまま
引き継ぐ方向で検討する。 

 

大洲地域（16） 長浜地域（8） 肱川地域（5） 河辺地域（4） 

肱南自治会 南久米自治会 長浜自治会 肱川中央自治会 植松自治会 

久米自治会 菅田自治会 沖浦自治会 正山自治会 坂本自治会 

肱北地区自治会 大川自治会 今坊自治会 大谷自治会 大伍自治会 

若宮地域自治会 柳沢自治会 櫛生地域自治会 岩谷地域自治会 北平自治会 

五郎自治会 新谷自治会 出海自治会 予子林自治会  

田口地区自治会 三善自治会 大和自治会 

たいら自治会 八多喜自治会 豊茂自治会 

平野自治会 上須戒自治会 白滝自治会 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
① 地域の馴染みのある名称にすると全体
的な統一が図れないため、名称は統一す
べき。 

 
➊ 現名称で引き継ぐ形でどうかと考えて
いる。 

 

 

【検討結果】 

≪第６回検討会議≫ 

● 現名称のまま引き継ぐ方向とする。 

● 特別に変更の希望があれば、その都度、検討する。 
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項目 １-２ 協働による取組及び組織・職員体制 

 

【検討内容】                            

画一的な行政サービスでは、多様化するニーズや課題に対応できないことから、国・県等
補助制度の対象を市町村から自治会・団体等に移行し、地区（地域自治組織）の実情に応じ
たまちづくりが求められている。このことを踏まえ、地域自治組織の取組や体制整備を支援
する。 
 

◎ 協働による取組の追加 

 区長業務、自主防災事業、敬老会事業、地域の学び事業（生涯学習事業）、 
身近な課題を解決するために必要な環境整備、地域振興等に関する事業等 

 ※ 事業の洗い出しによる見直し（廃止・継続・新規）により、地域の実情に応
じた取組は可能である。 

◎ 組織・職員体制の強化・支援 

 ・部会長等への役割分担  ⇒ 役員手当算定基準（地域振興一括交付金）の増額 
・自立した運営体制の準備 ⇒ 地域自治業務担当職員（集落支援員）の配置 
               （現公民館主事の数＋α（３年想定）） 

・円滑な引継ぎ      ⇒ センター移行年度における公民館主事の重複配置 

 

 

 

 

 

 

【協働による取組と組織体制のイメージ】 
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【職員体制のイメージ】 

地区公民館 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）

移 行公民館長 １ センター長 １

センター職員 １

※施設管理及び行政

窓口業務、地域自

治組織支援を担う

職員

会計年度

任用職員 １

公民館主事 １

管理人 １

公民館長

公民館主事

会計年度任用職員

管理人

公民館主事

「公民館主事」は、センター

移行後１年間、センターに在

籍し集落支援員と共に事業を

行いながら、順次、引継ぎを

行う。

集落支援員
（会計年度任用職員）

センター職員
（会計年度任用職員）

センター長
（会計年度任用職員）

集落支援員 １.５
↓

例) ﾌﾙﾀｲﾑ1人+ﾊﾟｰﾄ1人
例) ﾊﾟｰﾄ3人

※地域自治組織業務を
担う職員

≪ 直 営 ≫ 

移行１年目の体制 

土日祝日・夜間の施設利用を予約管理
システムや暗証番号式スマートロック
を導入し、セキュリティの強化と管理

の負担軽減を図る。 

現行の体制 

現人数＋0.5人（＋引継 1人） 
例）肱南公民館の場合 
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ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）

センター長 １

センター職員 １

※施設管理及び行政

窓口業務、地域自

治組織支援を担う

職員

集落支援員
（会計年度任用職員）

センター職員
（会計年度任用職員）

センター長
（会計年度任用職員）

集落支援員 １.５
↓

例) ﾌﾙﾀｲﾑ1人+ﾊﾟｰﾄ1人
例) ﾊﾟｰﾄ3人

※地域自治組織業務を
担う職員

≪ 指定管理 ≫ 

移行４年目からの体制 

現人数＋1.0人 

移行２・３年目の体制 

≪ 直 営 ≫ 

現人数＋0.5人 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）

センター長 １

集落支援員 ２
↓

例) ﾌﾙﾀｲﾑ2人

例) ﾌﾙﾀｲﾑ1人+ﾊﾟｰﾄ2人

センター職員 １

「集落支援員」と「セン

ター職員」を区分せず、地

域自治組織業務と施設管理

業務を一体的に実施できる

体制が可能となる。

センター長
（地域任用職員）

集落支援員
（地域任用職員）

センター職員
（地域任用職員）

【支援体制】 

 

○ 地域任用職員の「募集」や「任用手続き等」は、地域自治組織の

負担軽減を図るため、市において支援できる体制を整える。 

 

○ 移行４年目に指定管理への移行体制が整わない場合で、指定管理

に移行するまでの間は、引き続き、市の直営による管理とする。 
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１ 組織再編後における協働による取組 
  大洲市地域自治推進条例に基づき、市との協働による取組として、次に掲げるものにつ

いては、「心豊かに暮らし続けることができる住み良い地域社会の実現」に向けた継続的

な取組として推進するため、改めて、「自治会と大洲市との協働による取組等に係る協定

書」を締結する。 

  ただし、地域の学び事業（生涯学習事業）については、下表のとおり必須とする取組を

定めるが、表記以外の取組は地域の実態に応じて、継続・廃止・新規など、取捨選択する

ことができる。 

協働による取組 協働による取組の概要 

⑴ 区長業務 ○ 広報大洲等の配布、お知らせ等の回覧 
○ 要望や各種事業の取りまとめ・調査 
○ 募金等の周知・取りまとめ 
○ 区入りの促進 他 

⑵ 自主防災事業 ○ 研修会・訓練の実施 
○ 防災資機材等の整備 
○ 避難所運営等の協力 他 

⑶ 敬老会事業 ○ 敬老会対象者の取りまとめ 
○ 敬老会（式典等）の開催 

⑷ 地域の学び事業 ○ 学級の開催（家庭教育・高齢者・女性・成人・青
年学級等） 

 ・ 原則 10名以上で構成 
 ・ 学級合計 15回以上、30時間以上 
※ 目安:1学級あたり年 3回以上、6時間以上 

○ 青少年健全育成に資する事業の実施 
○ 健康寿命延伸に資する事業の実施 
○ 人権教育及び啓発活動のための事業の実施 

⑸ 身近な地域課題を解決する

ために必要な環境整備・地域

振興等に関する事業 

○ 防犯灯設置事業の実施 
○ 道路環境整備事業の実施 
○ 地域コミュティの醸成に関する事業（ふるさとま
つりや三世代交流事業など） 

 
● 大洲市地域自治推進条例施行規則≪抜粋≫ … 改正案 
（協働による取組） 
第４条 条例第３条第１項に規定する市との協働による取組は、次に掲げるものとする。 

⑴ 区長業務 
  ア 行政区内における必要な事項の周知及び協力 
  イ 行政区内における市政運営上必要とする意見等の取りまとめ 
  ウ その他市が依頼する事務の処理 
 ⑵ 自主防災事業 
  ア 地域の防災力を高め防災意識の向上を図る事業 
  イ 地域の防災及び減災対策を進める事業 
  ウ その他地域における組織活動の支援に必要な事業 
 ⑶ 敬老会事業 
 ⑷ 地域の学び事業 
  ア 地域住民の学びの推進に必要な事業 
  イ 人権教育・青少年健全育成の推進に必要な事業 
  ウ その他地域住民が必要とする事業 
 ⑸ 身近な地域課題を解決するために必要な環境整備、地域振興等に関する事業 
 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市及び自治会が合意したもの 

 

注）市との協働による取組
以外に、自治会が自主的・
自発的に取り組む事業も
含まれる。 
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２ 自治会及び公民館等の事業及び業務【現状と今後との比較】 

 

 

【自治会事業・業務】 

事 業 名 回数 業 務 名 回数 

総会・役員会 ３ 地区要望とりまとめ 随時 

各部会 各２ 地域振興一括交付金申請・実績報告 ２ 

球技大会（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ等） 各１ 道路環境整備事業交付金申請・実績報告 ２ 

敬老会 １ 防犯灯設置補助金申請関連 随時 

夏まつり（盆踊り大会） １ 交通安全整備事業申請関連 １ 

ふるさとまつり １ 源泉徴収事務関連 １ 

地区運動会 １ 準公金受払管理（会計処理） 随時 

美化運動（清掃・花いっぱい等） 各１ 区長配布・回覧物仕分け作業 １２ 

防災訓練・研修会 各１ 募金（赤い羽根・緑の羽根・日赤社資） ３ 

自治会だより発行 1～3   

市政懇談会（隔年） １   

 

【公民館事業・業務】 

事 業 名 回数 業 務 名 回数 

公民館運営審議会 ２ 各種補助金申請・実績報告 随時 

成人学級 ５ 学級講座実施計画・実績報告 ２ 

高齢者学級 ７ 公民館事業等定期報告 １２ 

女性学級 ５ 公民館利用受付・備品貸出管理 随時 

家庭教育学級 ６ 公民館施設管理（防火管理・清掃等） 年間 

青年学級 ２ 巡回図書貸出 随時 

三世代交流事業 １ 公金・準公金受払管理（会計処理） 随時 

人権学習会 １   

総会（人権・青少年） ２   

放課後子ども教室 随時   

公民館だより発行 2～12   

 

【連絡所及びその他の事業・業務】 

事 業 名 回数 業 務 名 回数 

各種協議会・実行委員会事業 各１ 各種証明書等発行業務 随時 

各種文化郷土芸能保存会事業 各１ 社会体育施設利用許可関連業務 随時 

  地区防災行政無線対応 随時 

 

各自治会及び各公民館の事業及び業務
を洗い出し、標準的な形でリスト化し
たもの。 

組織の一元化後は・・・ 

◎ 学級・講座の一定基準の設定 

→ 学級合計 15回以上、30時間以上 
  ただし、自治会の判断で、これまでの学級

数を実施することは可能。 
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３ 自治会事業及び業務の基本的な流れ 
 

  前頁の集落支援員が担う自治会事業・業務のうち、地域行事の企画・運営等及び会計処

理の基本的な流れについては、下記のフロー図のとおりである。 
 

 
 

※ マイナンバーの収集
　（必要性に応じて）

※ 個人の場合は源泉徴収

※ 鍵管理の地域住民委託の場合は受取方法が異なる。

地区行事
（例：バレーボール大会）

窓口業務
（例：体育施設利用）

会計処理対応・管理

企画・運営 会計処理

➊ 企画会

➌ 周知・募集

➋

参加受付・
とりまとめ

➍

実施要領作成

事前予約受付➊

代表者会
（抽選会）

➎

参加賞等業者
注文・購入

➐

大会要綱作成
・資料送付

➏

請求書受領➑

大会物品等
片付け

⓭

大会当日
（運営）

⓬

大会物品、
賞金等準備

⓫
送金伝票作成
・支払

➓

支払伝票作成
（システム）

➒
➒

支払伝票作成
（システム）

➓
送金伝票作成
・支払

使用料納付
（金融機関）

納入通知書兼
納付書作成

使用料徴収・
領収書発行

➋ 講師依頼

➍
参加受付・
とりまとめ

➎
必要な物品
準備

生涯学習
（例：学級・講座）

企画・運営 会計処理

➊ 企画

講師請求書
受領

➐

片付け➑

周知・
参加者募集

➌

➏
学級当日
（運営）

鍵・日誌渡し➍

※ ➏➐➑ … 1週間毎

※ 個人の場合は源泉所
　得税を税務署に納付
※ 年明けに源泉徴収票

　等の作成

鍵・日誌確認➎

➐

➏

➌
申請書受付・
許可書発行

➋

払込書作成・
会計課送付

➑
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４ コミュニティセンター（仮称）の職員配置及び業務 
 

【職員の配置】別表１のとおり 

 市直営 指定管理 備  考 

センター長 １人 １人 自治会長の兼務可能 

センター職員 0.5～１人 0.5～１人 0.5人は半日勤務のイメージ 

集落支援員 0.5～1.5人 0.5～２人 0.5人は半日勤務のイメージ 

 

【職員の身分】 

 市直営 指定管理 

センター長 市職員（会計年度任用職員） 地域任用職員 

センター職員 市職員（会計年度任用職員） 地域任用職員 

集落支援員 市職員（会計年度任用職員） 地域任用職員 

 

【職員の業務（役割）】 

 市直営 指定管理 

センター長 

○センター・分館運営統括 

○職員の管理監督 

○自治会支援※ 

○センター・分館運営統括 

○職員の管理監督 

 

センター職員 

○貸館（受付・許可等） 

○施設維持管理 

○自治会支援※ 

○貸館（受付・許可等） 

○施設維持管理 

 

集落支援員 

○自治会事務局（地域行事の企画・

運営、会計処理等） 

○地域の状況調査及び課題整理 

○地域等と関係機関の連絡調整 

○地域の在り方に関する話し合い

の推進 

○地域の維持及び活性化のための

取組 他 

○自治会事務局（地域行事の企画・

運営、会計処理等） 

○地域の状況調査及び課題整理 

○地域等と関係機関の連絡調整 

○地域の在り方に関する話し合い

の推進 

○地域の維持及び活性化のための

取組 他 
 

■ 指定管理に移行した場合は、施設の一体的・総合的な活用が可能となるとともに、センター

職員と集落支援員が連携・協力しながら、施設管理と自治会業務を一体的に担う体制を整える

ことで、職員の負担軽減につながる。 
 
 ※ 指定管理に移行した場合は、自治会支援は、市職員（本庁・支所）が行うこととなる。 
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５ 適正な会計処理の仕組みづくり 

 

（１）会計処理システムの導入と不正行為の未然防止対策 
 

① 課題 

   地域自治組織の再編にあたり、不慣れな会計事務処理による職員の負担増、不安の解

消や、誤処理が発生しない仕組み、ルールづくりとともに、不正行為による地域の損失

を防ぐために、不適正な事務取扱の早期発見、予防措置が図られる体制づくりが求めら

れている。 

 

② 支援体制 

   地域における適正な事務処理を進めていくことができるよう、次の体制により支援

を行う。 

ア 会計処理システム導入による統一的な処理と出納事務の軽減 

イ 処理しやすい会計処理システムの提供及び会計事務処理マニュアルの作成 

ウ 適正な会計処理が行える指導・監査体制の確保と実地検査の実施 

 

③ 会計処理の手順 

   一般的な会計処理の手順は次のとおりとし、地域の実情に応じて可能な方法を講じ

ることとする。 

収入手順 支出手順 

  

 施設利用者等からの使用料等受領   物品等購入業者からの請求書受領  

      

 伝票（３連複写）に必要事項記載 

※ 書き損じは、３連とも斜線を引き、

切り離さず保管する。 

  物品等・請求書の検収 

※ 納品された物品等の数量及び請求内

容に相違がないか複数で検収する。 

 

      

 領収書に出納員印の押印・手渡し 

※ 使用料等を複数で確認後、鍵付金庫

に納める。（夜間の管理場所注意） 

  会計処理システムにて帳票作成 

※ 請求書を帳票の裏面に添付し、決裁

を受ける。 

 

      

 会計処理システムにて帳票作成 

※ 領収書（控）を帳票の裏面に添付し、

決裁後、ファイルに綴る。 

  払出・振込等の伝票作成 

※ 複数で、通帳と届出印を別々に管理

し、分担して伝票を作成する。 

 

      

 使用料等を金融機関にて納入 

※ １週間１回程度の頻度で処理する。 

  金融機関にて業者口座への振込 

※ 振込処理後、帳票をファイルに綴る。

（現金払い出しの場合は、通帳と現金を

複数で確認する。） 
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（２）会計処理において特に注意を要する事項 
 

① 収入・支出業務 

   現金窓口受領及び振込などの処理にあたっては、会計事務処理マニュアルを参考に、

複数で確認しながら処理する。 

【収入】 受領した使用料等の金額と領収書の金額 

【支出】 請求書と帳票及び払出・振込伝票、通帳と帳票及び領収書 

 

② 会計処理システム 

   会計処理システムの操作にあたっては、操作マニュアルを参考に、システムに入力誤

りがないか十分に確認しながら帳票を作成する。 

【収入帳票】 収入科目・納入金額・納入義務者 

【支出帳票】 支出科目・支払金額・口座情報・支出摘要（支出目的） 

 

③ 会計の管理 

   営業日における管理及び休日における管理にあたっては、会計事務処理マニュアル

を参考に、適正な方法で管理するとともに、センター長は、定期的に処理状況を検査し、

その検査の結果を報告する。 

【毎日】 終業後の出納現金の額及びつり銭の額の確認及び日計表の記入 

     現金・通帳・印鑑は施錠可能な金庫にて保管（可能な限り、通帳と印鑑は

分けて管理） 

【毎月】 センター長による会計処理システム処理帳票と通帳の確認 

     会計定期検査報告書の作成と提出 

 

④ 柔軟な運用が可能な現金の管理 

   近隣に金融機関がない場合に、緊急的・臨時的な支出に備えるため、資金前渡の行為

を省略することができる仮払金（現金）を常備することは可能とするが、仮払金の取扱

いについては、複数で確認しながら処理するとともに、専用の出納簿により整理する。 

【随時】 専用の出納簿の記入 

     通常の支出手順による払出及び仮払金への戻し入れ 

     仮払金は施錠可能な金庫にて保管 

【毎日】 終業後に仮払金の残額と出納簿の確認 

【毎月】 センター長による会計定期検査報告書の作成と提出 
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６ 区長業務の見直し・改善 
 

 (1) 現 状 

   市との協働による取組における区長の業務は、行政区内における必要な事項の周知

及び協力をはじめ、市政運営上必要とする意見等の取りまとめや市が依頼する事務の

処理などである。 
 

＜主な業務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 課題と対応 

○ 配布物が複数あり、その量が多い。 

➢ 個別の印刷物の調査・分析・改善方法の検討・実施 

  例）広報大洲の原稿入稿〆切の延長、個別印刷物の集約など 

 

○ 区長業務に関する地域振興一括交付金の基準額が配布数にかかわらず、同じであ

る。 

➢ 区長業務基準額の見直し 

   ・均等割の減額 ４万円/区 ⇒ ３万円/区（５世帯以下２万円/区） 

   ・区入り世帯数割の増額 2,050円/世帯 ⇒ 2,500円/世帯 

 

〇 配布物を区長のもとに届ける方法に差異がある。 

  （公民館に取りに行く（区長会時に配布する）、自宅に届ける等） 

➢ コミュニティセンターに届ける 

  ※車も無く､部数が多いため持ち帰れない区長への対応例 

・自治会内における取り決めに基づき、当該行政区の区長宅に集落支援員が届

ける。 

 

【区長への配布方法等イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 
 

配布・回覧・周知 
〇 広報大洲等の配布 
〇 お知らせ・チラシの回覧 
〇 各種事業・イベントの周知 
＜主な各戸配布物＞ 
・ 広報おおず（毎月） 
・ 保健センターだより（毎月） 
・ おおず市議会だより 
・ きずな、りんぽかんだより 
・ 図書館報、博物館報 
・ おおず農業委員会だより 
・ 広域消防おおず  など 

調査・協力・委託等 
〇 要望や各種事業の取りまとめ・調査 
〇 緑の募金の取りまとめ 
〇 苗木配布事業の要望取りまとめ 
〇 日本赤十字社資（募金）の取りまとめ 
〇 郷土美化運動への協力 
〇 市立集会所等の維持管理（該当区のみ） 
〇 社会福祉協議会費の取りまとめ 
〇 赤い羽根共同募金の取りまとめ 
〇 その他地区内事業の推進 など 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ(仮称)

配布・回覧文書等

センターへ送付
配布・回覧文書等

センターにて受取り

配布・回覧文書等

住民に配布・回覧

行
政
区
ご
と
に

文
書
棚
に
仕
分
け

区
長

住
民

市
職
員 ｾﾝﾀｰ職員

センターに文書棚設置
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
① 生涯学習の事業量が多く、今後、集落
支援員が担うのであれば、業務をスリム
化する必要があると考える。 

 
 
 
② 集落支援員は、できる限り継続雇用が
できる体制が必要と考えると、再任用職
員の配置で上手くいくのか。 

 
 
 
③ 国・県等における補助金に係る会計検
査を地域自治組織で対応できるか心配で
ある。補助金が団体等に直接交付される
ことに疑問を感じる。 

 
④ 現在の分館が本館と全く差異がない中
で、今後、分館がどのような形で本館の
ようなイメージを辿るのか。 

 
 
 
 
⑤ 指定管理になった場合、職員の不正行
為の責任は誰が負うのか、センター長が
負うのか。 

 
 
⑥ 集落支援員が担う業務量と、その会計
処理などの業務に係る具体的な支援をは
っきりしないと検討する中で判断しかね
る。 

 
⑦ 集落支援員など、地域での人材の確保
が大変というのが実情である。 

 
 
⑧ センター長の役割、また、集落支援員
やセンター職員を含めた任用や選考は誰
がするのか。 

 
 
 

 
➊ 地域の実情に応じて、廃止するなど、
再編を機会に全体的なスリム化は必要だ
が、必要最低限の生涯学習の取組をお願
いすることになる。 

 
 
➋ 集落支援員として、自治会業務を担う
職員が雇用できる体制を考えた。あわせ
て、集落支援員の複数人による体制と本
庁・支所における集中的な人員配置によ
る支援体制を整える。 

 
➌ 全ての補助金ではないが、今の流れと
して、補助金は手を挙げた団体に直接交
付されるが、会計検査は市が一緒になっ
て受検体制を整える。 

 
➍ 本館の職員が分館の範囲の自治会支援
業務を０.５人役で担っているとした場
合、その０.５人にプラス０.５人で計１
人となるイメージで考えているが、詳細
については、今後、説明する。 

 
 
➎ 直接的には指定管理者になる。この不
安等を踏まえて、次回以降の会議で、不
正な会計処理等を防ぐための体制づくり
等を検討課題に加え検討を進める。 

 
➏ 簡単な会計の仕組みやシステム導入、
職員の雇用などの支援は考えているが、
細かな不安の部分は、議題に挙げて協議
し、支援方法を考える。 

 
➐ 市が全域に募集するので、地区との相
談になるが、地区外の方で構わなければ、
その方が従事することは可能である。 

 
➑ 直営の場合は市が任命、指定管理の場
合は、指定管理者である地域自治組織が
任命する形である。 

  センター長や集落支援員、センター職
員が担う業務は、次回以降の会議で提案
する。 

≪第７回検討会議≫ 
 
 
 
① センター長は、センター職員と同じよ
うに常勤の体制を取るのか。また、自治
会の長も兼ねるのか。 

 
 

 
 
 
 
➊ 基本的に常勤では考えていない。また、
地区での考えになるが、自治会業務とあ
わせて、施設管理も行えるため、自治会
長がセンター長を兼ねることが効率的で
はないかと考える。 

 
 

別冊５～６ページ 

別冊２～４ページ 

別冊１ページ 

別冊４ページ 

以下、別冊１～７ページ参照 
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≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 
 
② 区長業務基準額の見直しとなれば、地
区独自の運用している区長手当の考え方
を見直す必要があるのか。 

 
③ センター長の勤務体制は、仕事の内容
に応じて自治会に見合った体制となるよ
う自治会に任せていただけるものなの
か。また、集落支援員の雇用について、人
間関係に影響が出ることもあり、どのよ
うな雇用方法にすべきか不安である。 

 

 

 

 

④ ふれあい会館は他の公民館と取扱いが
異なるので、支所長がセンター長に、自
治会は自治会の業務をという仕分けはで
きるのではないか。 

 
⑤ 世帯の少ない行政区の統合について市
は考えていないのか。 

 
⑥ 若宮コミュニティセンターの開館が全
日であるが、集落支援員が０．５人の根
拠は何か。他の地区との整合性が取れて
いない。どのような根拠で算出されたの
か。 

 
 
 
 
⑦ 段階的に増やすのではなく、最初から
集落支援員になる２人や１人の方に引継
ぎする方かいいのではないか。 

 
⑧ ４年目以降も１．５人でできるという
ことになれば、ある程度、融通は利くの
か。一律で考えているのか。 

 
 
⑨ 集落支援員２人の場合、８時間が１人、
４時間が２人という形もありなのか。 

 
⑩ センター長や集落支援員などの給与体
系の基準がある程度、固まっているのか。 

 
 
 
 
 
⑪ 来年度、この時期になれば、センター
長、センター職員、集落支援員を決めな
いといけないが、どのように準備を進め
ればいいか分からないので、職員を決め
る方法を教えてほしい。 

 
 

 
➋ 区長手当の基準となる額を示すもので
あり、最終的に区長手当を幾らにするか
は、これまで同様に自治会にお任せする。 

 
➌ 現公民館長の標準的な３０時間の勤務
体制と同じ考え方ではあるが、地域の実
情に応じて、柔軟な取扱いは可能と考え
る。また、集落支援員を１年更新の条件
付けで雇用することは可能である。市の
会計年度任用職員の規定を参考にお示し
する。 

 

 

 

➍ 施設の管理は自治会にお願いしたいと
考えているが、必要であれば、支所等の
職員において支援する。 

 
 
➎ ５世帯を目安に統合を検討していただ
くよう働きかけをしている。 

 
➏ 若宮分館は事務補助が１人であるため
移行後はセンター職員１人に、主事がい
ないので、０．５人となっている。開館予
定は、一般的な考え方であり、詳細につ
いては、今後、協議させていただきたい。 

 
 
 
 
➐ コミュニティセンター移行後、１年目
は市の職員が一緒に業務をするので、引
継ぎは十分行える。 

 
➑ １年目の引継期間の中で、状況が分か
ってくると融通を利かせ、軌道修正を図
ることも一案ある。皆様の意見と市の考
え方で状況に応じて対応したい。 

 
➒ １日、半日など、地域での柔軟な雇用
は問題ない。 

 
➓ 職員の給与体系等は内部での協議も進
んでいない。今後、固まり次第、協議させ
ていただきたい。 

 
 
 
 
⓫ まずは、地元で担っていただく方がい
ないか探していただきたいが、担い手が
いない場合は範囲を広げて募集し、雇用
に向けて事務を進めるイメージである。
将来的に地域で雇用される人を選考して
いただくことを大前提に考えている。 

 
 

別冊１～３ページ 

別冊４ページ 

別冊１～３ページ 
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≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 
 
⑫ 公募をしないといけないのか、地元が
適した人に打診していいのか。 

 
 
 
 
 
⑬ センターの職員の給料や共済年金等、
移行した時の考えも含めて、様々な処遇
改善を検討してほしい。 

 
 
⑭ 採用スケジュールや待遇など、どのよ
うに公募するのか、どういう形で働くの
か、大まかな形を固めた案を示してもら
えれば、地域にとっては早めに全体図が
見えてくる。 

 
 
 
⑮ 運営の中で、もし不正があった場合の
保険というものはないのか。 

 

 
⓬ 理想は公募であるが、山間地域で人口
の少ない地区では、適した人にお願いす
ることもある。柔軟な対応をするが、具
体的には、今後、それぞれの地域と協議
させていただきたい。 

 
 
⓭ 現行の待遇をもとに、引き継いでいく
ような形で今のところは考えている。今
後、詳細について協議させていただきた
い。 

 
⓮ 次回、協議事項にタイムスケジュール
や待遇なども含めて、提示できるように
したい。 

 
 
 
 
 
⓯ 今後、何か対応できる保険があるか、
調査した上で回答する。 

 

 

 

【検討結果】 

 

 

 

 

別冊１～３ページ 

別冊３ページ 
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項目 

２-１ 

２-２ 

２-３ 

コミュニティ施設への移行時期及び設置主体 

コミュニティ施設の名称 

コミュニティ施設の事業・業務及び連絡所業務 
 

【検討内容】                            

コミュニティ施設への移行にあたっては、地域自治組織再編基本方針に「目指すべき将来
像」として、「住民が主役となる地域、みんなが支えあい活気あふれる地域、特性を生かし
た持続可能な地域」、そして「いつでも誰もが集い・学ぶことができる場所、多世代が交流
できる場所」を目指すため、住民に分かりやすく安全安心で利用しやすい施設、また、施設
管理者の負担軽減に繋がる管理体制に向けて検討する。 
 

 公 民 館 
 

移行の考え方 
コミュニティ施設 

移 行 
時 期 

 
地区説明会の翌年度を目
標に設定 

令和６年４月１日（一斉） 
 

設 置 
主 体 

教育委員会 
 
 

 

所管部局の一元化 
 

・ 職員集中配置による支援

体制強化 

市長部局 
 
 

 

施 設 
名 称 

公民館 
 
 
 
 

 

統一名称の設定 
 

・ 周知徹底 

・ 愛称等設定可能 

 

 

≪複数案提示による選定≫ 
 
・ 地域づくり活動センター 
・ 交流センター 
・ コミュニティセンター 

・ 市民センター 

業 務 
事 業 

貸館業務 
維持管理業務 
公民館事業 
 

みんなの集う場所 
 

・ 新組織による公民館事業

の継続 

貸館業務（営利等可能） 
維持管理業務 
 
※ 公民館事業を市と地域自治組織と
の協働による取組に追加 

証明書等発行
業務（連絡所） 
 
 

 
 

新たなサービスに移行 
 

・ 高いマイナンバーカード

交付率（62.9％） 

・ 発行場所と利用時間拡大 

・ 窓口負担軽減 

廃止 
 
・ コンビニ交付開始（R5.3） 
・ デマンド型交通の整備 

 

※ 実態に応じて郵便局委託の検討 
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１ 証明書（住民票）等発行サービスの廃止 

（１）証明書等発行サービスの現状と廃止に伴う課題 

 ① 現 状 

   連絡所機能を有する窓口を市内に１９箇所設置しているが、連絡所での証明書等発

行サービスの取扱件数が年々減少する一方で、商業施設内に設置されている「市民サー

ビスセンター」の利用が年々増加傾向にある。 

   このことは、土日・祝日も利用できることや、周辺に多数の商業施設が集中するなど

利用者にとって利便性が高いことが要因であると考えている。 

 

地域連絡所 平成２２年度 令和３年度 比  較 

大洲地域連絡所 ５，３６８ 件 ２，３９６ 件 ▲２，９７２ 件 

長浜地域連絡所 １，４７９ 件 ５０９ 件 ▲９７０ 件 

肱川地域連絡所 ６３ 件 ３３ 件 ▲３０ 件 

計 ６，９１０ 件 ２，９３８ 件 ▲３，９７２ 件 

市民サービスセンター ２，６５４ 件 ５，０５８ 件 ２，４０４ 件 

 

② 課 題 

   コンビニ交付の導入やデマンド型交通の整理等による証明書等発行サービスの廃止、

また、別の手段として、実態に応じた郵便局委託の検討をする上で、次のような課題が

考えられる。 

○ コンビニから遠い中山間地域では不便となる。 

○ 郵便局のない地区があり、郵便局委託では解決できない。 

○ 現在の法律の枠組みの中で、自治会へ証明書等発行サービスの委託は、実務的に

困難である。 

 

（２）証明書等発行サービスの廃止時期の再検討と新たなサービス体制の構築 
 
   上記における課題等を踏まえ、直営の間（最長３年）は、証明書等発行サービスを継

続するとともに、コンビニ交付サービス利用の動向を注視しながら、４年後において、

住民ニーズに応じた新たなサービスを検討する。 

【経過措置】 

○ 直営の間（最長３年）は、センターにおける証明書等発行サービスを継続するこ

ととし、その後は廃止する。 

 

【新たなサービスの検討】 

○ センターにおける証明書等発行サービス及びコンビニ交付サービスの利用状況を

踏まえ必要性について判断するとともに、法的に導入可能な新たなサービスを検討

する。⇒次回以降提案 
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
① 社会教育施設である公民館が現小学校
区に１館残すのか。令和６年度以降は存
続しないということか。 

 
② 元々公民館でない施設「ふれあい会館」
が再編により、形や名称がどうなるのか。 

 
 
③ 証明書等の発行は、街中であればコン
ビニで対応できるが、周辺部では車の無
い方の需要もあるため、廃止ではなく、
指定管理者において、どうすれば対応で
きるか考えていただければ、地域も救わ
れる。今後の課題として提案する。 

 
 

 
❶ 組織の一元化により、新たな地域自治
組織の中に、生涯学習部門として機能は
残す。 

 
❷ 利用部分が特定できるのであれば、２
つの条例で施設を管理することは可能で
ある。 

 
❸ 特に中山間地域では、コンビニまで遠
いとの意見もある。地域ごとに様子も異
なるので、そのことも含めて、改めて協
議させていただきたい。 

 
 
 
 
 

≪第７回検討会議≫ 

 

 
① 最長３年は継続するとのことだが、そ
の間は、市の職員を配置する考えなのか。 

 
 
② 今は即日交付だが、急を要しない場合
は、センターでの受渡しといった後日交
付という方法は可能なのか。 

 
 
 
 

 

 

 
➊ 直営の３年間は、集落支援員、センタ
ー職員ともに、市の職員としての雇用と
なる。 

 
➋ 指定管理になると、継続して実施する
ことが難しいので、法的に導入可能なサ
ービスについて、調査・研究を行った上
で、可能なものがあれば、提示して協議
させていただきたい。 

 
 

 

 

【検討結果】 

≪第７回検討会議≫ 

● ２－１ 移行時期は令和６年４月１日を目標、設置主体は市長部局とする。 

２－２ 施設の名称は複数案提示して関係者の方の意見を伺った上で決定する。 

以上のような方向性とするが、２－３は引き続き検討する。 

 

別冊８ページ 

以下、別冊８ページ参照 

別冊 10ページ 
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項目 ２-４ コミュニティ施設の利用内容 

 

【検討内容】                            

 

 公 民 館 
 

移行の考え方 
コミュニティ施設 

開 館 
時 間 

午前 8時 30分 

～午後 10時 
現況や実情に応じた柔軟
な設定 

開館と貸館の時間区分 
 

・ 利用実績等に応じた効率

的な人員配置 

・ 貸館がない場合の人員配

置削減・負担軽減 

午前 8 時 30分～午後 5 時 15分 
 

※ 市長が必要と認めるときは変更可 

貸 館 
時 間 

 

午前 8 時 30分～午後 10時 
 

※ 市長が必要と認めるときは変更可 

※ 開館時間以外は、無人で対応できる

仕組み（スマートロック等）の検討 

休館日 
12月 29日～ 

翌年 1月 3日 

12月 29 日～翌年 1 月 3 日 
 

※ 市長が必要と認めるときは変更、臨

時休館可 

使用料 

公民館条例等 

520円/h 

※200～250㎡ 

営利等の使用料設定 

 

センター条例（地域自治組織等：減免） 
 一般 520円/h 営利 1,040円/h 

 ※ 200～250 ㎡場合 営利 2倍 

施 設 
予 約 

期間設定なし 
 

これまでの利用環境の確
保 

地元登録団体 期間設定なし 
一般     使用２か月前 

利 用 
制 限 

災害発生や公
の秩序又は善
良の風俗を乱
すおそれ、管理
上支障がある
場合等 

地域福祉向上につながら
ない利用の制限 
 

・ 悪徳業者等の排除 

 

 

専ら営利を目的とする利用の制限
（追加） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【デジタル管理システムによるコミュニティ施設の管理イメージ】 

 
平日夜間・土日祝日 
の利用における管理
の負担軽減 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）

①利用申請（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・電話予約）

② 暗証番号通知（ﾒｰﾙ・電話）

③ 暗証番号入力 入室・利用

利
用
者

セ
ン
タ
ー
職
員
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
特になし。 
 

 
 
 

≪第７回検討会議≫ 
① 管理人の設置はどうするのか。 
 
 
 
 
 

 
➊ デジタル管理システムを導入するまで
は、現状の体制を維持するが、管理人の
廃止時期は、システムの導入の時期で判
断させていただきたい。 

 
 

 

 

【検討結果】 

≪第７回検討会議≫ 

● 移行の考え方のとおりの方向性とする 
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項目 ３-１ 社会体育施設等の管理運営体制 

 

【検討内容】                            

現在、地区公民館が管理する屋内運動場などの社会体育施設等の管理は、利用する地域住
民へのサービス維持のため、センター業務として位置付ける。また、指定管理者制度移行後
は、指定管理者（地域自治組織）に管理業務を委託する方向で検討する。 
なお、管理業務に係る委託料相当分は、指定管理料又は地域振興一括交付金に加える方向

で検討する。 
ただし、地域自治組織の範囲を超えて使用する施設や文化施設などの管理は、担当課又は

支所等において管理する方向で調整する。併せて、管理者及び利用者の負担を軽減するた
め、デジタル管理システムによる管理方法を導入する方向で検討する。 

 
 ※ 施設予約の期間設定は、コミュニティ施設に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状の社会体育施設管理イメージ】 

【デジタル管理システムによる社会体育施設管理イメージ】 

【メリット】 
○ 利用者は、施設予約や支払を
はじめ、鍵の受取・返却のため
に、センターに行く手間などの
負担が削減される。 

○ 管理者も窓口の予約対応や鍵
の受渡しの負担が削減できる。 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）

①利用申請（予約）

② 利用許可書発行

⑤鍵受取・返却

⑥鍵・日誌確認

③ 使用料支払

④ 領収証発行

セ
ン
タ
ー
職
員

利
用
者

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（仮称）

①利用申請（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・電話予約）

④ 暗証番号通知（ﾒｰﾙ・電話）

⑤ 暗証番号入力

入室・利用

利
用
者

セ
ン
タ
ー
職
員
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
① 体育施設や公民館の管理のデジタル化
を進めるとあるが、緊急時の避難所開設
は、指定管理の場合、地元が運営するの
か。現在は市職員が対応しているが、ど
う変わるのか。 

 
 

 
❶ 避難所運営は未定であるが、基本的に
は現状と変わらない。ただ、今後、自治会
との協議の中で、地元が運営するという
話があれば、そのような運用も考える。 

 
 
 
 
 

≪第７回検討会議≫ 
① 新たな地域自治組織になった場合、社
会体育施設等の管理は、どういう体制に
なるのか。 

 
 
 
 
 

 
➊ センターで管理する施設、本庁・支所
で管理する施設などの管理方法を現在、
検討しているので、次回以降に説明させ
ていただきたい。 

 

 

 

【検討結果】 

≪第７回検討会議≫ 

● 管理体制について、センター業務に位置付けるなど、大筋としてはこの方向性する。 

● デジタル移行に懸念のある施設については、個別に協議させていただくことになる 

 

次回以降提案 

別冊 11～13ページ 

第 8回 
別冊 14ページ 
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項目 ４-１ 地域自治組織活動保険の見直し 

 

【検討内容】                            

これまでの自治会活動保険の傷害補償は、当該自治会に加入する者でかつ、その自治会の
範囲内での活動に限られているため、居住地以外の自治会での活動における負傷等は補償
されない課題が挙げられている。 
この課題を解消するには、活動等における居住地制限の無い「公民館総合補償制度」（賠

償責任補償は現行の自治会活動保険）に加入するとともに、地域自治組織が安心して事業に
取り組めるよう補償内容の充実を図る。 

 
 

 現  状 再編後 

保険種類 自治会活動保険 公民館総合補償制度 
公民館総合補償制度 
（＋自治会活動保険） 

賠償責任補償 

1事故につき 2億円（限度額） 

免責金額 1,000 円 

・借用財物 

・食中毒事故 

 

1 事故につき 2 億円（限度額） 

免責金額 1,000 円 

・借用財物 

・食中毒事故 

傷害補償 

死亡 500万円 

後遺障害 20～500万円 

入院 3,000円（180日限度） 

通院 1,500円（90日限度） 

 

 

 

 

死亡 650万円 

後遺障害 26～650万円 

入院 3,900円（180日限度） 

通院 1,800円（90日限度） 

手術 入院手術 39,000円 

外来手術 19,500円 

・食中毒事故 

・熱中症 

死亡 1,000 万円 

後遺障害 40～1,000 万円 

入院 6,500 円（180 日限度） 

通院 3,000 円（90 日限度） 

手術 入院手術 65,000 円 

外来手術 32,500 円 

・食中毒事故 

・熱中症 

傷害見舞費用 

入院等 1 事故 1 名につき

最大 10万円 

 

入院等 1 事故 1 名につき

最大 10万円 

＋建物損害 6万円 

入院等 1 事故 1 名につき最大 10

万円 

＋建物損害 6 万円 

特約   
職員の傷害補償・傷害見舞費用 

ただし、食中毒・熱中症は対象外 
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
特になし。 
 

 
 
 

≪第７回検討会議≫ 
① 補償範囲が広いため、非常によく賛成
する。ぜひ取り組んでいただきたい。 

 
 － 

 

 

【検討結果】 

≪第７回検討会議≫ 

● 新しい仕組みに見合った制度になるものであるため、居住地制限の無い「公民館総

合総制度（賠償責任補償は現行の自治会活動保険）」に加入するとともに、補償内容を

充実する方向とする。 
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項目 ４-２ 地域振興一括交付金算定基礎の見直し 

 

【検討内容】                            

１ 地域振興一括交付金算定基礎の見直し 

（１）基本的な考え方 
   第６回検討会議において提示した改正（案）について、次のとおり具体的な割合など

の基本的な考え方を示すものである。 

   また、これまでと同様に多額の繰越金が生じた場合は、当該自治会に返還を求める場

合がある。 

項 目 現  状 
 

改 正 案 

自治会活動

補助金 

均等割（50％） 活動の実態に応じた区入

り世帯の重視 

・ 区入りの促進 

均等割（30％） 

世帯割（25％） 世帯割（10％） 

人口割（25％） 人口割（10％） 

 区入り世帯割（50％） 

会長等手当相当額 48万円 会長等手当相当額 70 万円 

行政区割 8,000円 行政区割 5,000円 

区長業務 均等割（40％） 業務の実態に応じた区入

り世帯割の重視 
・ 区入りの促進 
・ 行政区の統廃合 

均等割（30％） 

世帯割（10％） 世帯割（10％） 

区入り世帯割（50％） 区入り世帯割（60％） 

自主防災活

動 

均等割（80％） 防災訓練、備蓄食料確保

等に伴う世帯数重視 

均等割（50％） 

世帯割（20％） 世帯割（50％） 

－ 地区取組の継続支援 仮）地区防災機能強化事業 
実費（上限 25万円） 
→ ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｲﾑﾗｲﾝ策定等 

敬老会事業 開催箇所割 20,000円 未実施の場合は翌年度減

額（変更なし） 

開催箇所割 20,000円 

75歳以上人口割 2,000円 75歳以上人口割 2,000 円 

公民館活 

動 
均等割 生涯学習の基準に合わせ

た算定基礎 
 
 
 
・ 地域づくりとの一体的
な活動 

・ 基準を踏まえた予算枠
の確保 

・ これまでの学級等が実
施できる環境整備（多く
実施した場合における
追加予算枠の確保） 

基礎交付   25万円 
※基準以下の場合、上限 15万
円の実費交付とし、翌年度
25 万円から減額 

実費による翌年度追加交付 
・基準以上   上限 7 万円 

・20回以上 上限 15万円 
 
分館活動費（一律） 

人口割 

分館活動費 

学級講座 1館当たり(分館含む) 

社会体育 1館当たり 

青少年健 

全育成 
均等割 

人口割 

人権啓発事
業 

1地区人教当たり 
85,000円 

変更なし 1 地区人教当たり 
85,000 円 

道路環境整
備事業 

市道延長割 変更なし 市道延長割 

防犯灯設置
等補助金 

補助率 1/2 
上限 3万円 

一括交付金に統合 

手続き等の簡素化 

自治会・行政区の実績に応
じて、翌年度交付金に加算
(単年度上限額設定予定） 

 

見直しの考え方 

４項目の一本化 



- 26 - 

（２）算定基礎見直しに係る具体的な交付金 

   （１）基本的な考え方により、地域振興一括交付金の具体的な金額については、別表

２の試算額とする。 
 

２ 自治会の取組を対象とした補助制度新設 

（１）補助制度新設の目的 

   地域の課題を解決するためには、自治会と地域づくり団体等が連携し、地域が一体と

なって、地域資源や観光資源等を活用した魅力ある地域づくり事業に取り組むことが

重要であると考えられる。 

   そこで、補助対象団体を自治会に特化し、これまでの補助要件に柔軟性を持たせ、自

治会がより活用しやすい制度とすることを目的に新設するものである。 
 

（２）補助制度の概要 

がんばるひと応援事業 

補助金 

・新たな地域づくり事業 

  予算規模 1,000万円 

補助率 9/10 

上限 200万円 

仮称）自治会地域づくり補助金 

   補助残は一括交付金充当可能 

① ﾁｬﾚﾝｼﾞ＆ﾁｪﾝｼﾞ事業（最長 2年） 

補助率 6/10 上限 50 万円 

・ 取組計画検討経費 

研修、視察、講師謝金、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等 

・ 取組実証経費 

ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ、農産物販売、試作開発、 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、区入促進等 

・ 既存事業見直し経費 

ｲﾍﾞﾝﾄ統合、子ども居場所づくり 

② 取組計画展開事業 

補助率 8/10(ﾊｰﾄﾞ・備品 5/10) 

上限 200万円 

・ ①の取組計画、実証を踏まえて取り組む事

業経費 

③ 地域環境整備事業 

補助率 5/10 上限 50 万円 

・ 広場、花壇等の整備 

・ 伝統、文化の保存継承 

④ 自治会備品整備事業 

補助率 5/10 上限 20 万円 

・ 自治会活動備品の整備 

 （センター備品との区分必要） 

うるおいの里づくり事業

費補助金 

・ふれあい広場・花壇の

整備 

・観光交流資源整備 

・伝統文化の保存育成 

予算規模 100万円 

補助率 5/10 

上限 50万円 

新たな取組に対する側面的な支援体制 

・法的課題解消等につながる担当部署による協力・助言・調査 

・先進事例等の調査・紹介 

・取組に必要な人材確保（自治会単位での地域おこし協力隊の導入等） 
 

 

◎ 自治会を対象とした補助制度見直し 
◎ 要望が多い備品・環境整備に係る経
費を対象の創設・継承 

◎ 自治会再編に伴い生じる既存事業見
直し経費を対象に追加 

◎ 新たな取組の検討経費や実証経費、

本格的な実施経費を熟度に応じて支
援（実証を踏まえ事業中止も可能） 

◎ 採択された補助事業の内容・実績を

全自治会で共有 

内容継承 

自治会特化 

新規追加 
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
① 役員手当相当額を増額するとは、現在
の４８万円にプラスするとの考えか。 

 
 
② 道路環境整備事業や区への交付金が少
ないので、そこをどうするか。例えば、今
は役員手当を抑制して、地域の活動に充
てるなど動けるお金を生み出している。
具体的な中身は今後、理解していきたい。 

 
③ 新たな補助制度とは、具体的にどのよ
うな補助なのか。がんばるひと応援事業
との違いは何か。 

 
 

 
❶ 現在の４８万円にプラスして交付する
考えだが、具体的な数字は次回以降に説
明する。 

 
❷ 一括交付金は使いやすい交付金でなけ
れば意味がない。今回、お示したものは
たたき台であるため、今後、具体的な提
案をする。 

 
 
❸ 方向性や内容について、まだ具体的な
制度設計ができていないので、制度設計
ができた時点で、会議で諮りたい。 

  また、がんばるひと応援事業は近年、
申請件数が減少しているので、その制度
の見直しも含めて、新たな補助制度との
関係性も見ながら制度設計したい。 

≪第７回検討会議≫ 

 

 
① 今まで、子ども神輿や獅子舞の道具に
購入等で活用していたコミュニティ補助
が、この制度に変える考えなのか。 

 
② 避難所等での新型コロナ感染対策とし
て、今年度、コロナ検査キットを購入し
ようとしているが、地区防災機能強化事
業の対象となるのか。 

 
 
③ １自治会で１０名以上が確保できない
場合に、他の自治会と合同で実施した場
合、それぞれが実施したことになるのか、
原則のとおり、１自治会で１０名以上の
参加者が必要なのか。 

 
④ 自治会以外の団体などに対する制度で
はなくなったという理解でよろしいか。
また、取組計画展開事業は最長何年まで
補助できるのか。 

 

 

 

 
➊ コミュニティ助成（宝くじ助成）事業
とは別のもので、市の単独措置として実
施している制度である。 

 
➋ 現時点では、地区防災計画等の見直し
に要する経費として考えているが、様々
な事業メニューも検討し、有効に活用で
きる制度としたいため、随時、意見をい
ただきたい。 

 
➌ 人口減少の中で、地域での活動が難し
くなるため、基本的には、合同で実施し
た場合も、それぞれが実施したことでの
理解で構わない。 

 
 
➍ えひめの未来チャレンジ支援事業で、
上限１００万円で２分の１の補助制度が
別にあるため、この制度を活用いただく
前提で自治会に特化した。 

  取組計画展開事業は、基本的に１年と
考えるが、現時点で詳細は決まっていな
いので、そこも含めて今後決定していく。 

 
 

 

【検討結果】 

≪第７回検討会議≫ 

● 地域振興一括交付金算定基礎の見直しの基本的な考え方、また、自治会の取組を対

象とした新たな補助制度については、このような形で進める方向とする。 

● 個別に出てきたものは、その都度、対応していく形とする。 

 

別冊９～10ページ 

以下、別冊９・１０ページ参照 
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項目 ４-３ 地域自治組織と各種地区組織(社会福祉協議会等)との一元化 

 

【検討内容】                            

平成１９年の自治会設置以前に設置されている地区社会福祉協議会をはじめ、地区自主
防災組織、地区人権教育協議会などについては、地域自治組織の構成団体に位置付けられて
いる地区もあるが、通常の活動に取り組む中、また緊急時の対応の中で指揮命令系統が不明
確で分かりにくいとの課題が挙げられている。 
また、複数の組織が存在することで、組織ごとの役員の選出をはじめ、会計処理、会議な

ど地区の負担や役員の兼務など一部の住民に偏った負担が生じているため、地域自治組織
と一元化することが可能な組織については、地域自治組織の部会に位置付けるなど、二重組
織を解消し、負担を軽減する方向で検討・調整する。 
 
 

 【協議会等との一元化の例】 
 

協議会等の名称 地域自治組織部会への移行（案） 

地区社会福祉協議会 福祉部門 → 例）生活福祉部会 

地区自主防災組織 防災部門 → 例）自主防災部会 

地区人権教育協議会 生涯部門 → 例）生涯学習部会 

地区青少年健全育成協議会 生涯部門 → 例）生涯学習部会 

交通安全協会支部 防災部門 → 例）自主防災部会 

  ※ その他の組織がある場合は、地域自治組織において適宜部会への移行を検討する。 
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
特になし 
 

 
 

≪第７回検討会議≫ 
① 社会福祉協議会の考え方はどうなの
か。各地域で運営しても構わないという
同意を得ているのか。 

 
 
 
 
 
② 長浜や肱川、河辺の地区社会福祉協議
会は一つであり、新たな自治会に入るこ
とは難しい点があるため、よく考えて協
議してほしい。 

 
③ 地区内の別の組織が自治会の中に入
り、一緒に活動したいとの相談があった
が、観光面については、一緒に取り組む
ことができると思うが、助言をいただき
たい。 

 
➊ 社会福祉協議会も含めて、関係部署か
ら意見をいただくよう調整しているた
め、次回の会議でお答えする。 

 
 
 
 
 
➋ 簡単に一元化できるものではないと認
識している。社会福祉協議会と相談しな
がら、慎重に協議し、良い方向に進むよ
う話を進める。 

 
➌ 地域によって事情が異なるが、その統
合は不可ということは特にない。個別に
相談いただければ、一緒になって、良い
形を考えていきたい。 

 

 

【検討結果】 

 

 

別冊 16～20ページ 
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項目 ４-４ 自治会連絡会議等の在り方 

 

【検討内容】                            

これまで年２回程度開催していた「自治会連絡会議」と「公民館長・分館長会」は、それ
ぞれの代表の出席のもと、市からのお願いや地域課題への取組等に関する意見交換の場で
あったが、再編以降においては、市から情報提供をはじめ、市への要望、地域課題の解決に
向けた調査・研究、新たな取組など、組織間での情報交換、意見交換の場として、より活発
で有意義な会議の在り方を検討する。 
また、２年に１回のサイクルで開催している「市政懇談会」については、開催を希望する

地域自治組織からの手上げ方式の開催方法に切り替える。また、行政提案型による形式的の
方法ではなく、地域自治組織主導によりテーマを決定する方法に切り替え、地域と行政が対

等な立場で話し合うフラットな会議の在り方を検討する。 
 
 

 【市政懇談会のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラットな議論の場 施策説明

要望
質疑応答

大洲市

自治会

大洲市

自治会

情報提供・意見交換・施策提案など
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【検討記録】 

≪意見等≫ ≪対応方針等≫ 

≪第６回検討会議≫ 
① 再編にあたって、議員がいない地域も
あるため、自治会が市に要望する場合に
優先的な形で対応するなど、自治会とし
ての権利を重視していただきたい。 

 
 
② 市政懇談会は、行政は市民に様々な情
報を提供する義務があるため、手上げ方
式ではなく、強制的な形で２年に１回は
各地域で開催が必要と考える。 

 
③ 市政懇談会は、セレモニー的な意味合
いが強く、地域として議題を無理やり捻
り出すようなこともあり、そもそも、も
っと考えないといけない。 

 
④ センターに移行した場合も、職員のス
キルアップのために、引き続き、センタ
ー職員及び集落支援員の研修を実施して
ほしい。 

 
⑤ 市長部局に移行することで、社会教育
が衰退しないよう、移行後も定期的もし
くは年２回程度、それぞれのセンターと
の情報交換会を開催してほしい。 

 
⑥ 指定管理に向けて進む中で、地域の住
民が主体的に取り組む立場になるため、
市に総合的な窓口を設け、いつでも相談
できる支援体制を整えていただきたい。 

 
 

 
❶ 自治会としての権利という意見も踏ま
え、今後、どういう形が理想なのか、他の
地域の意見も伺いながら結論を出す。 

 
 
 
❷❸ 住民への情報提供や意見を伺うこと
は、市政を預かるものとして当然の義務
であるが、これまで実施してきた中で、
地域によって、意見の出方や会の必要性
に違いがあったため、今回、手上げ方式
での提案をしたが、様々な意見もあるの
で、今後、他の地域の意見等も伺った上
で、最終的にどのような形が理想なのか
結論を導き出して提案する。 

 
❹ 様々な研修は必要である。業務を担う
職員のスキルアップのために、引き続き、
できる限りの支援をする。 

 
 
❺ 集落支援員同士による情報交換や交流
を深める場などの機会を適宜取り入れ、
市との協働による取組を推進していく。 

 
 
❻ 今後どうなるか具体的なものはないが
必ず、相談窓口の支援体制は整える。 

 
 
 
 

≪第７回検討会議≫ 

① 市政懇談会の在り方についての意見と

して、市の考えを提案いただければ、地

域なりにそれに対して考える。特に市長

がどうされたいのか検討をお願いした

い。 

 
 － 

 

 

【検討結果】 

 

 

次回以降提案 

次回以降提案 

別冊 21～22 ページ 
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【 検討会議の各回まとめ 】 
 

第 

６ 

回 

 

○ どれくらいの人員が必要なのか、どのような業務を担うことになるのかなど、

全体像が見えて来ないと検討を進める上で判断が難しいため、現時点で地域が担

う可能性のある業務を見える化、リスト化することで、安心感が持てることや懸

念となる部分への対処ができるなど、検討会議を建設的に進めることができる。 

 

● 次回以降、より具体的な数値や金額の部分を事務局から提示していただきなが

ら、引き続き、検討を進める。 

第 

７ 

回 

 

○ いくつかの項目については、検討会議としての方向性が決まった。 

 

● 次回、地域の学び事業の一定基準の示し方や、どのような事業を位置付けるか、

また、集落支援員の雇用関係など、不安を解消しつつ、具体的な検討をするため

に、更なる見える化により、引き続き、検討を進める。 

第 
８ 

回 

 

第 

９ 

回 
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関
係
者
説
明
会 

 

第 

10 

回 

 

第 

11 

回 

 

 


